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中国経営における人的資源の高い流動性リスクと
そのマネジメントについて

宋 立 水

Ⅰ．はじめに

1．問題提起

2005 年春，日中の政治関係は，国交回復以来

のもっとも悪化した状態に陥られた。一方，「中

国景気」という流行語の通りに，日本経済が中国

景気の牽引で好況に転じ続けて，日中の経済関係

は非常に緊密で相互依存的な状態になった。この

ような「政冷経熱」という状態において，多くの

日本企業は，中国経営リスクを強く意識するよう

になり，「チャイナー・プラス・ワン」という言

葉が経営者の間に流行し，中国の経営リスクを意

識して，中国以外の国への移転と投資が中国経営

リスクマネジメントの戦略として，政府と業界と

学者とマスコミ世論によって提唱されるようにな

った。

ところが，「チャイナー・プラス・ワン」は中

国経営リスクマネジメントの真の方策にはならな

いと言いきることができる。なぜなら，例えば，

中国リスクを恐れて経営事業をＢ国に移したら，

あるいは，中国での一部の経営事業をＢ国に移管

したら，中国経営リスクが消えるであろうか。仮

に一部消えるとしても，間違いなく，Ｂ国経営リ

スクマネジメントの課題が生じてくるだろう。

中国経営リスクマネジメントは，根本的に，企

業にとっては，国際経営リスクマネジメントのそ

のものである。

国際経営リスクは，①政治的リスク（事業経営

先の政治状況の変化に伴うリスク，主に国有化リ

スク，戦乱による被害リスク，政策的変化による

不利益を覆うリスク），②制度的リスク（法制度

の違いと変化，取引慣習の違いによる経営的な不

利益を覆うリスク），③文化的リスク（すなわち

異文化経営リスクである。経営資源としての労働

力，すなわち人が本国と異なる文化背景を有して

いるため，本国経営における手法は，機能しない

恐れがある限りではなく，本国とまったく違う価

値観，行動パターンもよくあるため，これまでの

経験ノウハウがそのままでは対応できない状況は

あり，そしてそのような状況によって経営事業が

失敗してしまうリスク）。④市場変動リスク（景

気循環の変動，需給関係の変化など景気動向の変

化に伴う経営リスクのことであるが，むしろ，こ

れは，市場経済の付き物として，国内国外と関係

なく，すべての企業にとってのリスクが挙げられ

中国経営における人的資源の高い流動性リスクとそのマネジメントについて

15



る。

本稿は，中国経営のリスクマネジメントについ

て最も重要なのは，上述した国際経営リスクの②

と③にあたるものと考える。すなわち，法制度の

違いと商慣習の違いによるリスク及び異文化環境

の人的資源のリスクのマネジメントである１。従

って，①の中国における国際経営の政治的リスク

は，格別に高いと判断される根拠は見つからな

い。政策的な変化について，例えば，優遇税制，

産業参入の奨励と制限措置などは，長期の視点か

ら見れば，むしろ変化をすることは，自然で当然

なことであろう。中国の国内外経済状況を常に確

認して，変化の可能性を予測し対応することは，

困難なことではない。

本稿は，中国経営リスクマネジメントの主な課

題を上述した論点を提起した上で，人的資源の経

営リスクの問題を取り上げ，そのリスクのマネジ

メントについての可能性について検討してきた

い。

2．本稿の構成

本稿の構成として，まずは，マクロの視点で，

中国労働市場の形成とその変化について検討す

る。次は，中国労働市場の基本特徴とその基本要

因を分析する。続いて，労働力と人材の流動性高

い中国経営における経営的リスクについて分析す

る。さらに人的資源の高い流動性に伴うリスクに

ついてのマネジメントの可能性について検討して

いく。最後に，人間の心理的欲求の構造説と組織

の流動性との関係の仮説を提起した上で，人的資

源流動性についての企業組織のマネジメントにお

ける戦略は人的心理欲求をいかに満足すること基

本とすべきことを主張する。

Ⅱ．中国労働市場の形成のその変化

1949 年以後の中国労働市場は，1951～1955 年

の都会部と農村部の戸籍制度の形成及び 1958 年

1 月 9 日に公布された「中華人民共和国戸口登記

条例」と 1954 年の憲法で定められた「公民移動

自由」の権利が制限されたことに伴い，次第に縮

小したが，1971 年に一部の国有企業で続けられ

た「臨時工」は，国務院の通知に従ってすべて

「固定工」に転換され，企業の人的資源はすべて

政府によって「統包統配」という計画経済に適し

た雇用制度に徹底されて，中国労働市場は完全に

消えた。

1958 年の「中華人民共和国戸口登記条例」は，

結果的には中国社会を戸籍制度の固定化によって

都市社会と農村社会を二重に構造化させた。1980

年代からの中国労働市場の復活・再構築は，都会

労働力市場と農村労働力市場との二つの労働力市

場に分けて見ることが可能である。

1．都会労働力市場の形成

1978 年からの改革以後，計画的な人的資源の

統一調達配置のシステムに変化が見られたのは

1980 年であった。その背景は，都会にいる約 560

万人以上の「卒業した待業青年」と都会に戻った

数百万の「上山下郷」知識青年の就職問題の圧力

が非常に大きかったからである。1980 年 8 月の

「関於転発全国労働就業会議文件的通知」が公布

され，政府の計画枠組み内の企業による採用の権

利が認められた。これは，中国労働市場の復活・

再構築のきっかけとなった。

中国労働市場の復活・再構築は，市場経済への

改革・移行に伴ってきた。1983 年「関於招工考

核択優録用的暫行規定」は，政府は企業に新規雇
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用者を採用する際の人事自主権を初めて与え，

1986 年の「関於国営企業実施労働契約制的暫行

規定」の公布は，新規雇用者に限定した労働市場

が形成され始めた。ただ，企業において「固定

工」と「契約工」という労働関係の二重構造も同

時に形成した。

「固定工」の労働関係を市場化改革は，1987 年

から，国有企業の深化に伴い進められてきたが，

実際に，1992 年まで進展は殆ど見られなかった。

この改革は，国有企業の余剰人員の削減から始ま

ったことで，非常に困難であった。社会の不安が

高まる中で 1989 年の天安門事件発生の社会的背

景が形成され，その後の天安門事件の発生をきっ

かけにして中国経済は低迷期に陥り，企業業績の

悪化の環境化，改革を進み労働者全員の契約制度

への移行は遅れていた。

1992 年 2 月「関於拡大労働合同制実施範囲的

通知」が労働部から公布された。さらに同年夏に

国務院は「関於転換国有工業企業経営体制的条

例」を公布し，企業に対する指令計画を廃止し，

募集採用等のすべての人事権を企業に帰還するこ

ととして，企業の労働市場の地位がこれによって

確立された。

1993 年夏，「企業労働争議処理条例」と「労働

観察条例」は相次ぎ国務院と労働部により公布さ

れた。その後「企業最低賃金規定」は制定され，

1994 年 7 月に中国初めての「労働法」が頒布さ

れた。中国の労働市場はこれでほぼ完成した。

1997 年末の時点では，都会部の全従業員 97.5％

（1 億 728 万 1000 人)２が企業と契約する形で働い

ていた。

2．農村労働力市場の形成

1980 年の初期まで，農村人口の移動は，都会

への移動だけではなく，農村部での移動も厳しい

戸籍制度によって制限されるような状態であっ

た。

1978 年からの農村経済体制改革に伴い，農業

生産性の向上は農村内部の余剰労働力問題を次第

に顕在化させるようになった。1983 年，農民が

戸籍移転のない郷鎮３への工商業経営と出稼ぎを

認め，1984 年には，食料の自己調達という条件

付きで農民の郷鎮への戸籍移転を認めるようにな

った。この時期は中国の郷鎮企業が急成長した時

期でもあって，農村戸籍の労働市場は郷鎮企業が

発展した地域を中心に形成され始めた。

1985 年 1 月，中央政府は「農村経済活性化の

十項政策」を打ち出し，農民労働力の都市への進

出を許可するようになった。さらに翌 1986 年の

夏に，国有企業の農民工を雇用することを認め

た。1980 年代末からの全国的な「民工潮」の現

れは，こういった農村労働力市場の形成を背景と

したのである。

1992 年以後，外資の進出が急増した背景のも

とで，製造業を中心とした農民工への需要は年々

拡大した。農村労働力の都会へ移動もさら大規模

になった。1994 年「関於農村労働力省間移動就

業的規定」が公布され，農村労働力を管理する方

法としての「外来人員就業証」，「暫住証」等の措

置を採られるようになったが，移住を厳しく制限

する戸籍制度はそのまま変化しなかった為，流動

性の高い労働力市場の社会制度的環境を作りだし

た。

3．統一されていない二つの労働力市場

都市労働力市場と農村労働力市場の二重構造

は，都会戸籍と農村戸籍の戸籍制度の固定化によ

ることである。1951 年から構築しはじめた戸籍

制度は，単に社会管理の目的であったが，1958

年以後，農村人口の都会への流動を制御する装置
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として機能するようになった。その後の都市社会

の安定の為，不足経済を背景とした食料品と副食

品配給制度，燃料及びその他消費財配給制度，住

宅配給制度，そして，労働保護制度，医療制度，

養老保険制度，義務教育制度等，さらに，婚姻登

録と生育制度等々は，都市戸籍とセットにされて

農村とは違ったシステムが構築された。現在，農

村戸籍労働者の都会への労働移動は可能である

が，社会保障，教育，福祉等の面では都市戸籍労

働者との格差が，依然残されている。

4．人材市場

中国労働市場において，都会労働力市場と農村

労働力市場の二重構造が存在すると同時に，ブル

ーカラー市場とホワイトカラー市場との二重構造

も存在している。ホワイトカラー市場とは，人材

市場のことである。人材市場は殆どの都市に設け

られている。雇用主体は企業である一方，雇用対

象は，一般労働者ではなく，大学卒業以上の学歴

をもつか，専門職のキャリアをもつような技術

者，管理者，専門職技能者である。人材市場の仲

介機構は殆ど政府行為の性格を有する。農村労働

力移動の特徴と共通して，人材市場の形成によっ

て高い収入，キャリアを求めて人材の地域内と地

域間の移動も活発的である。

中国の労働市場の形成は，計画体制から市場体

制へと移行する過程において，漸次に進められて

きた。企業雇用の自主化と労働力移動の自主化

は，その基本要件であった。現段階の中国労働市

場を上述した内容を纏めると，下図の通りに整理

できる。

Ⅲ．中国労働市場の基本的特徴と
その基本要因

1．中国労働市場の基本的特徴

中国労働市場の基本的特徴について，上記の検

討を踏まえて，以下の三点を取り上げたい。

第一の基本的特徴として指摘できることは，中

国労働市場は多元構造的な性格を持つことであ

る。既に触れた通りに，その多元的構造は，都会

労働市場と農村労働市場の二重構造と，狭義の労

働力市場と人材市場の二重構造を指摘できる。前

者は身分の二重構造であると指摘でき，後者は学

歴と知識の二重構造であると指摘できよう４。

第二の基本的特徴として指摘できることは，既

によく知られている高い流動性のことである。

(1) 労働者（ブルーカラー）流動についてブ

ルーカラーの高い流動性は，主に農村移動労働力

の移動性によると考えられる。中国第五次人口調
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ホワイトカラー市場（人材市場)：中高級技術者，中高層管理者，高い専門職
技能者，大卒以上の学歴を持ち，都会戸籍者が中心。流動性が比較的高い。

農村労働市場：農民戸籍。高卒以下の学歴中心。単純労働が多い。
農村から都会へ移動，都会での定住はできない。地域内外流動性が
高い。

 

都会労働市場：都市戸籍。高卒以下の学歴中心。熟練労働が多い。
中間，低層管理者が多い。出身地に定住し，流動性は低い。

ブ
ル
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狭
義
労
働
力
市
場
）

中
国
労
働
市
場

図表 1 中国労働市場の構造図

出所：筆者作成。



査の資料によって，2000 年に全国の流動人口は

約 1.25 億人となり，その内省内の移動人口は，

9146 万人，省間移動人口は 3314 万人となってい

た。なお，省内移動人口の 52％が農村から都会

への移動で，省間移動人口の 78％は農村から都

会への移動である。この資料によると，2000 年

に約 7300 万人の農村労働人口が農村から都会へ

移動した。これは都市就業人口の約 3分の 1に相

当する規模である５。農村部から都会部へと移動

して働いている農村（戸籍）労働者はその後，

年々増加し，2003 年は約 1 億 1390 万人で，2004

年は 433 万人増加した 1億 1823 万人６になった。

中国統計信息網によると，2005 年に農村部から

都会部へと移動して働いている農村（戸籍）労働

者の規模は 1 億 2578 万人と，2004 年より 755 万

人増加した７。

農村から都会への流動労働者の就業構成につい

て，製造業の比重が大きく，2002 年では 22％，

2003 年は 25.2％，2004 年では 30.3％に年々増加

している。製造業の次は建設業であり，2002 年

では 16.6％，2003 年では 16.8％，2004 年では

22.9％となっている８。ホテル，飲食，卸売り小

売及びその他のサービス業関係は約 22％前後で

ある。地域別の産業就業構成については，東部地

域では，製造業で就業しているのは 37.9％であ

るのに対して，中部と西部では，それぞれ

14.1％と 11.2％で，格段に低いのではあるが，

30.1％と 37％が建設業に就業していることで９，

東地域の製造業を中心とし，中部と西部の建設業

を中心とする就業構造が鮮明に形成されているこ

とがわかる。なお，労働・社会保障省の 2006 年

1 月の調査によると，2005 年の農村からの移動労

働力の 19％が建設業，17％が電子電気製造業，

15％がアパレルと製靴業，11％がホテル・旅館と

飲食業，9％が卸売り小売り等のサービス業にそ

れぞれ就業している10。農村からの移動労働者は

すでに，加工製造業従業員の 68％，建設業の

80％，サービス業の 52％をそれぞれ示している11

ということを勘案すると，中国労働力市場が非常

に高い流動的な状況に置かれていることがよくわ

かる。

(2) 人材（ホワイトカラー）流動について

2004 年 7 月 20 日の「青年参考」の記事による

と，53 社の中央政府が管轄した中核国有企業の

経営管理人材の流動状況についての調査結果，

1998 年以来，71766 人が企業から流出した。同期

間採用した大学以上の学歴の卒業生の 31％，経

営管理人材の 10.8％を占めている。流出した人

材の年齢はほとんどが 40 歳以下であり，すでに

企業にとって重要な存在となった人材も少なくは

ない。

ところが，ある調査資料は，人材流出状況を企

業の性格別に見れば，国有企業はむしろ相対的に

低いことを示している。この調査は北京にある中

関村科学技術園の 50 社の代表的な企業を対象と

して行われたものである。国有企業と集団所有制

企業の最高流出率は 10.6％，株式制企業の流出

率は 15.6％，国有持ち株会社の流出率は 23％，

民営企業の流出率は 28％となっている12。

人材流動状況について，上記の調査では，技術

開発職，管理職，営業職，技術労働者の身分で分

類した場合，技術開発職の流動率は 38.9％で一

番高くなっている。最も高い企業は 90％にもな

る。一方，管理職は比較的低い方である。

優秀な人材は，国内有名大手企業と外資系企業

への流出が多い。外部からのスカウトとその際に

提示された，海外研修，高年収，及びその他の有

給休暇制度，旅行，住宅・車の社内融資制度など

の福利厚生面での約束は，人材流出のきっかけと

なる。技術開発職の場合は，よい研究条件の提

中国経営における人的資源の高い流動性リスクとそのマネジメントについて

19



供，そして管理職の場合は，もっとよいポストの

約束，これらは人材をスカウトする際の成功の要

素でもある。

技術開発職の人材流出について，同地域内の外

資系企業に限って見ると，日系企業同士の人材相

互流出（移動）は，非常に少ない。この点につい

て，蘇州経済技術開発区に入ったある日系大手電

子メーカーの日本人社長による筆者のインタビュ

ーへの答えから，その理由についてのヒントを得

ることができる。「われわれ日系同業者のトップ

は，定期的な交流を行っている。……もちろん，

自社の人材がスカウトされる懸念について，はっ

きりした紳士協定のような条約はないが，以心伝

心というような紳士協定が心の中にどこかにある

といってもおかしくはないだろう」。しかし，日

系企業同士間の人材相互流出はないが，日系企業

と非日系企業間の移動はある。

中国の高い人材流動の環境の中で，筆者の北

京，上海，蘇州，南京周辺の日系企業への調査に

よれば，大手メーカー，有名企業であるほど，雇

用が安定しているのに対して，事務所のほうは流

動性が高い。例えば，ある日系の有名な工業用フ

ィルム関係の化学メーカーの北京事務所における

例であるが，流動率は約 30.3％（15 名のスタッ

フの中で 3年間のうち 5名の流出があり，流出先

はほとんど競争相手の米系企業と中国系企業），

ある雑貨品関係の日系貿易中小企業の上海支社に

おける流動率は約 90％にもなる（流出先は不

明）。前者の工業用フィルム関係の化学メーカー

の事務所長の話では，流出する者は，「現在の待

遇に不満があったり，今後の昇進が困難と判断さ

れたり，職場の将来への不安があったりすること

が，おそらく主な理由であろう」と説明し，「工

場ではなく，ほとんど営業職なので，会社事業に

特に大きな影響はない。もちろん，われわれのラ

イバルの米系企業への転出は，まったく不安がな

いとは言えない。われわれの顧客を奪うからだ」

と所長がさらに補足している。

第三の基本的特徴はマクロ的な無限供給とミク

ロ的供給不足のことである。第五次全国人口調査

の資料によると，2000 年の中国労働人口は 9 億

3766 万人で，1990 年の 7 億 9586 万人より 1 億

4180 万人，17.8％が増加した。第五次全国人口

調査の資料による推定として，2010 年の労働人

口は 10.6 億人になり，2000 年より約 1 億 3000

万人の労働力人口が増える。労働力人口の増加趨

勢は少なくとも 2035 年頃まで続くと推定されて

いる。すなわち，マクロ的な視点から見れば，中

国労働力市場は，確かによく知られているよう

に，無限供給に近い状態だといえよう。

しかし，労働人口よりは労働参与率と労働力地

域分布状況及び労働力の構成状況が労働市場の労

働力需給状況にも大きく影響する基本要因になる

と考えられる。中国の実際の労働人口における労

働参与率は 2000 年は 78％で，1990 年の 81％よ

り 3％も低下した13。城鎮部の労働参与率はさら

に低く，2000 年の 75.82％から 2005 年には

71.01％に低下した14。労働参与率の低下は，労

働力市場での労働力供給数量を減少させる効果が

ある。労働参与率の低下に加えて，東部沿海地域

を中心とする経済発展状況とミスマッチした内陸

と農村で余剰となる労働力分布などの要素の影響

によって，2004 年から労働力不足の「民工荒」

現象は，珠江デルタ地域，楊子江デルタ地域と京

津地域などの工業地域で次第に深刻となってき

た。沿海地域で現れた労働力不足現象は，業種間

においても，「温度差」はあるが現れていた。単

純労働，非熟練労働，半熟練労働の労働集約型業

種での労働力不足現象は特に顕著になっている。

ミクロ視点からみた労働力市場のもう一つの不
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足現象は高いレベルの「技術人材」と「管理人

材」の「人材不足」である。

上述した中国労働市場において「無限供給」か

ら「限られた余剰」への変化と構造的な「人材不

足」という特徴は，益々顕著になっていく。

2．中国労働市場の基本特徴の要因分析

(1) 労働市場の多元構造について最も根本的

な要因は中国の戸籍制度にある。中国の戸籍制度

は中国社会の二重構造を制度的に固定化させ，ま

た，労働力の農村と都会間の高い流動性の基礎条

件を作り出している。戸籍制度は農民が都会労働

者として都会での定住を不可能にする一方，戸籍

に付与された社会福祉内容の違いによって，農村

から都会への移住リスクとコストを高くさせる。

現制度の元で，農村労働者は，都会に出て出稼ぎ

をすることを選択するが，定住することを選考し

ないのは普通である。もちろん，農村にある土

地，集団所有であるが，使用権所有の特権を放棄

する農民は，都会で事業成功する者を除いて，ほ

とんどいないことは確かなことである。したがっ

て，戸籍制度だけではなく，都会の国家所有と農

村の集団所有という土地制度の二重構造が戸籍制

度とともに変化しなければ，労働力の大移動は続

いていくであろう。

(2) 中国労働市場の三つの基本特徴について

の第二番目の要因は，経済発展の地域的な不均衡

にあると考えられる。東部沿海地域及び都会を中

心とした近代産業の急成長は，就業機会の地域間

の不均衡をもたらした一方，これら地域の労働供

給不足と他の地域からの労働力供給の補充が必要

となり，農村地域の経済発展に伴い農村部余剰労

働力の拡大は高い流動性の構造形成をするように

なった。なお，農村と都会，東部と内陸部の不均

衡発展は，地域間の所得構造の格差を形成し，そ

してその発展テンポの違いによって格差の拡大を

もたらした。これは内陸地域から沿海地域，農村

から都会へと労働力が移動する強いインセンティ

ブとなっている。一方，同じ地域内での産業間と

企業間の格差の構造化は，人材を含めた労働力の

産業間，企業間の移動を促す要因となっている。

(3) ミクロ的労働力供給不足について若い人

の進学率の増加は，彼らが労働市場に参入する時

期を遅延させ，そして，近年の社会保障制度の再

整備に伴う年配者の労働市場からの早期退出は，

労働参加率が年々低下した要因であると考えられ

る。さらに 2003 年から始まった一連の新農村政

策は，農村のインフラ環境と所得の改善に効果を

与え，都会へ移動して働く機会費用を高めるよう

になり，農村から都会へと移動する労働力の増加

率を低下させた。

(4) 人材不足の要因についてWTO 加盟に伴

い，外国資本の中国ビジネスの規模拡大及び中国

系企業の急速な発展は，労働力に対する需要拡大

及び人材に対する需要拡大速度を速め，労働力市

場及び人材市場の不足とスカウトに伴う流動をさ

らに加速させた，と指摘できる。

Ⅳ．中国経営における高い労働力流動性
と高い人材流動性によるリスク

労働力（ブルーカラーの労働者とホワイトカラ

ーの人材）が生産資源として，高い流動性を持つ

ことは，経済学的な視点からみれば，むしろ正常

なことで，資源の合理的配置に繋がる不可欠な条

件である。人的資源を含む諸生産要素，生産資源

の自由流動，高い流動性は，資本制生産様式，自

由主義市場経済の基礎要件であり，人的障壁を作

って，制度的な阻害を与えることは，むしろ避け

るべきである。ということは，諸生産要素，生産
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資源の自由流動（移動）状況は完全競争市場形成

の基礎的要件であることからも言える。

ところが，企業は完全競争市場の状況において

は，むしろ常に戦略的に構築しようとしているの

は，自分にとって有利な独占状況であろう。企業

マネジメント戦略，主に，マーケティング戦略，

技術開発と知的財産権戦略，人的資源マネジメン

ト戦略，資源及び物流戦略等々は，その究極の目

的は独占・寡占状況（あるいはそれに近い状況）

をいかに構築していくかにあるといえる。

この意味で企業の人的資源のマネジメントの戦

略から見れば，中国のような流動性の高い労働力

市場においては，その流動性（現場労働者と管理

職と技術開発職人材）へのマネジメントは，競争

の優位性を如何に形成し，如何に保つかに関わる

重要な問題となる。

ということは，労働力の高い流動性と人材の高

い流動性は，競争環境の中の企業経営にとっての

リスクとして下記のいくつかが存在すると指摘で

きる。

(1) 高い流動性は企業の生産計画に対して，

不確実性を増大させる負の影響を与える。企業の

生産は，一定の生産資源の安定確保の条件の上に

成り立つことであるから，労働力の不安定供給に

より，生産計画の実現ができなくなる。2004 年

以後の中国のビジネスにおいて，このようなリス

クが次第に増えたことは，事実である。労働力が

もっとも移動する時期の旧正月前後の 2ヶ月間

は，生産稼働率が急低下し，しかもその稼働率の

把握さえも困難であるような企業は少なくはな

い。この時期の生産計画の策定及びその計画通り

の実施はもっとも困難なのである。筆者が行った

江蘇省常州と鎮江地域の幾つかのアパレル企業の

調査によれば，毎年の春節前後約 2ヶ月の時期に

は，生産計画が崩れたり，外注先の生産は予定通

りに進めることが出来なかったり，特に春節後の

最初の 1ヶ月間の稼働率が低下したりして，不良

品率が高まる状況は，普遍的な現象となってい

る。このような現象は，実は一部の地域の現象で

はなく，むしろ広い範囲の一つの社会現象となっ

ている。

(2) 市場拡大に伴う労働力調達の不安定，不

確実性の増加リスク。企業の市場拡大戦略を遂行

する場合，拡大した市場への商品・サービスを提

供する生産体制を構築できるかという課題があ

る。流動性のある労働力市場こそこれを可能にす

る条件を提供できる一方，労働力の高い流動性

は，労働力調達とその確保の不確実性の要因にも

なる。企業の労働力は競争相手の企業からスカウ

トされて奪われてしまうこともありうる。現実と

して，最近，企業は輸出市場を開拓し，注文をも

らったものの，労働力の調達が困難となる要因に

よって，結局納期通りに納品できなくなったケー

スが増えている。注文をもらい生産の拡大を図り

たいが，結局労働力の新規調達がうまくいかなか

ったことによって，ビジネスに失敗した企業が実

際に多く存在するのである。

(3) 生産過程をマネジメントすることを困難

にさせるリスク。労働力，管理職，そして技術職

の人的資源の不安定，流動性によって，生産過程

のマニュアル操作の不確実性を高めさせ，職業訓

練の効果の連続性を欠けさせ，商品の品質及びサ

ービスの質が不安定となるリスクが高くなり，人

員の不安定のために，単純な作業ミスが発生しや

すいリスクも高くなってくる。

(4) 生産現場の技術進歩，技術改善と改良が

困難となるリスク。労働力の高い流動性は，技術

ノウハウの蓄積に不利な影響を与える。長年の仕

事の中に蓄積する技術ノウハウは，常に現場の技

術改善改良，技術進歩をもたらす基盤となるが，
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高い流動性はその技術改善改良と技術進歩の基盤

を形成させにくい要因となる。そして，現場の

様々な全員参加型の技術進歩運動，品質管理，品

質改善運動の進行は，高い流動性によって困難と

させる。一方，高い流動性は，企業の人材教育育

成のリスクを高まらせることによって，企業が人

材教育と人材育成への投資インセンティブを低下

させてしまう。育てた人材が，何時か突然辞表を

提出し辞めてしまう不確実性が常にある。このよ

うな状況は，結局企業の技術進歩による優位性を

保つ戦略目標の達成を非常に困難にさせる。現実

として，かつて国有企業時代に，或いは日本の国

内企業においてよく見られているような労働者参

加型で現場レベルの様々な技術改良運動，品質管

理運動は，ごく少数の大手有名企業を除いて，普

遍的には存在しないし，展開はできない。

(5) 企業技術ノウハウの流出及び経営管理ノ

ウハウ流出のリスク。人材の高い流動性は，企業

にとって，外部の技術・ノウハウを狙う人材の導

入を容易にできる一方，企業内部技術ノウハウと

経営管理ノウハウの流出のリスクも高くさせてし

まう。日系企業の慣習にもよるが，日系企業から

流出した人材は，同業界の日系企業に入るケース

は少ないのである。完全に別の業界に転身した

り，日系以外の外資系の同業種企業に入るケース

が多い。これこそ，中国市場における日系企業と

欧米系企業間の競争を激化させ，もちろん，流出

元の企業を不利にさせてしまう。ただ，筆者の調

査によれば，技術者の流出は，IT 及び電子電気

など一般技術者が，新素材とかハイテク技術者よ

り多い。つまり，ハイテク技術者はかなり安定

で，流動性が非常に低い。他方，管理職の場合

は，副職，中間職の管理者が，主要職の管理者，

高層管理者の流動性より高く，高層管理者はほぼ

安定で，あまり流動しないという傾向が見られ

る。

Ⅴ．高い人的資源の流動性リスクの
マネジメントの可能性

企業の競争的優位性を創出し，そしてそれを維

持するために，人的資源の効果的なマネジメント

は非常に重要である。企業ビジネスのすべてがま

ず人材マネジメント戦略の正否に関わっていると

言い切ることが可能であろう。松下電器創始者の

松下幸之助の「企業はヒトなり」という哲学が，

松下電器の成功を導いた事例は，その証である。

企業の人的資源マネジメント戦略については，

要するに五つの内容からなる。その一は人的資源

の導入制度，その二は人材の教育・育成制度，そ

の三は人材の適材適所のような合理的配置と柔軟

な使用システム，その四は姿勢態度，行動プロセ

ス，業績結果・仕事能力に対するインセンティブ

的な考課・評価制度，その五は合理的な報酬と福

祉制度である。

これらのマネジメントを成功をさせるには，実

は，まず流動的な人材市場環境が必要となるが，

他方は相対的な安定性がなければ成功するのは難

しい。前者は，企業が競争に勝つための外部的な

市場環境（条件）だと考えれば，後者は企業が内

部統治の結果と考えられるであろう。このような

認識が妥当であれば，本節のタイトルで取り上げ

た「高い人的資源の流動性リスクのマネジメント

の可能性」について，それを可能にすることは，

企業の人的資源のマネジメントのポイントであ

り，以下で述べる。

① 合理的な流動性を保つ。ブルーカラーとホ

ワイトカラーを含むすべての人的資源流動性を保

つことは，市場経済の要件の一つであり，企業の

人的資源の合理的配置の為にも必要となる。企業
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にとって必要な人材は，自ら育てる方法もある

が，外部からの取り入れを積極的に行うべきであ

ろう。一方，企業にとって「適材適所」の配置が

困難な「ヒト」を外部に流出させるような対応

も，企業にとっても，その「ヒト」にとっても，

人的資源の市場にとっても，合理的である。企業

内の「ヒト」が，いつでも流出する事が可能であ

るように，外部の人材をいつでも入れることが出

来るような柔軟な人材導入制度が，必要となる。

流動性の高い市場では，企業にネガティブ的なリ

スクを与える一方，ポジティブ的なチャンスもた

くさん提供している。

② 企業内教育・育成制度を確立する。企業内

教育育成制度は，従業員，技術者と管理者にとっ

て共に大事である。企業にとって一定のコストに

はなるが，企業文化の形成及び人的資本形成とい

う結果から見れば，企業資産となるウェィトは大

きい。この制度そのものは，人材教育育成効果に

留まらずに，人材を留める効果も大きく期待でき

る。企業内教育育成制度は，充実すればする程，

従業員の企業文化への認識と共鳴を形成しやすい

し，従業員の企業への帰属感を生み出しやすい。

企業内教育・育成の内容については，商品知識，

生産技術知識，管理知識などの企業ビジネスと直

結しているものは必要であるが，教養，社会など

をも含めた幅広い内容の方が，むしろ従業員の高

い企業社会への帰属意識を強く形成させる効果が

ある。

③ 人材の「適材適所」的な合理配置と柔軟な

使用は，人材流出を阻止する意味では，効果が大

きいが，そのシステムの構築自体は，非常に難し

い。特に会社側がそのヒトの「適材適所」につい

ての判断とそのヒト自身が自分の「適材適所」に

ついての思いと，一致しないことが生じやすい。

このようなミスマッチの発生こそ，人材流出の基

本動因の一つである。「適材適所」の配置は透明

性のあるシステムによって保障すべきである。こ

のシステムの中に，社内人事配置の公正的で透明

的な競争メカニズムが必要となる。このようなシ

ステムは，「適材適所」的な人事配置についての

従業員と企業側のミスマッチを最大限に制御する

装置として，整備されているかいないかは，人的

資本の外部流出を留めるだけではなく，外部人材

の引き込みに，大きな意味を持っている。たとえ

ば，社内人事を起こす場合，公開募集，推薦と自

薦，公開テスト，管理者面接と従業員評価等々の

プロセスを通して行われれば，適材適所の人事配

置になりやすい。適材適所の目的は，ヒトのそれ

ぞれの得意分野，得意能力を最大に発揮できるこ

とで，そして，そのような状況創出によってそれ

ぞれのヒトが最も理想的な「場」においてよい業

績を作り出し，一番いい評価を得ることである。

このような状況に置かれた「人材」が外部に流出

する「動機」は，生まれないであろうと考える。

④ 姿勢態度，行動プロセス，業績結果・仕事

能力に対するインセンティブ的な考課・評価制

度。すなわち，公正的で，且つ全面的な人事考課

と人事評価制度があるかどうかは，企業人的資源

の形成に大きな影響を与える。従業員にしても技

術者にしても管理者にしても，雰囲気のいい環境

の中で仕事をしたい気持ちを強くもっている。人

事考課制度の存否及びその公正的な考課実施は，

仕事環境の雰囲気作り及び企業文化の環境作りに

は，欠かせない意味を持っている。一方，誰でも

公正に評価されたい気持ちを持ち，実際に評価さ

れることを，報酬よりも重視する「ヒト」は，む

しろ絶対多数的に存在する。インセンティブの効

果からみれば，考課評価制度は報酬制度より大き

いと考えられる。人間は，個人的尊厳，プライド

の見地から見れば，精神的なインセンティブを常
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に求めている心理を保ち，それは一時的な物的イ

ンセンティブよりずっと長い快感を持ち続ける。

それは，ヒトが更なるよい仕事をするエネルギー

と創造的なアイデアの原動力になる。人事考課・

評価は，透明的，且つ公正で，客観的に行わなけ

ればならない。また，透明的で且つ公正的で，そ

して且つ客観的な人事考課・評価制度は，具体的

で，分かり易く，操作しやすい指標化する作業が

必要となる。

⑤ 合理的な報酬と福祉制度は上記の制度の補

完的な存在であるが，合理的に応用するにはとて

も難しいことである。特に報酬制度はそうであ

る。これは，企業の株主利益と経営者利益と従業

員利益との三者の利益が，違う主体のものである

からである。合理性とは，相対的な意味で，三者

の利益を共にバランスよく考慮し，互いに納得で

きる領域（点ではない）のことを指している。報

酬制度の相対的な公正性と相対的な透明性を保た

なければならない。現場においては報酬の公開性

についての懸念がよく聞かれるが，ここでは，あ

くまでもその相対性を強調し，個々の従業員のプ

ライベイトにかかわる報酬の公開性を主張しな

い。報酬制度そのものの透明性と公正性は必要で

あると考えている。日本の経験と中国の現状を考

えると，報酬制度がある程度の年功制度の要素を

保つことは，人的資源の安定には，一定の効果が

あると考えられる。現在でも，国有企業の人的資

源が相対的に安定を保っていることについて，年

功制度が完全に解消されていない，自分の将来に

ついてある程度わかるため，不必要に不安がない

要因を指摘できる。日本の年功序列，終身雇用的

な人事制度が変化しつつある現在，筆者は，その

制度こそ戦後日本企業の高度成長を支え，可能に

してきた制度の一つであり，労働力が激しく流動

している今の中国には，それを参考にして一部導

入すべきであると考える。

一方，企業福祉制度の充実は，企業の社会的責

任を果たす義務であり，企業発展段階と企業繁状

況に見合わせて拡大させるべきである。結果的に

は，企業福祉制度も優秀な従業員，技術者，管理

中国経営における人的資源の高い流動性リスクとそのマネジメントについて
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認知

集団帰属

安全

生存

自己実現

（自己超越）

図表 2 A. H. Maslow の人間欲求の心理構造

出所：『日経ビジネス』（2006 年 10 月 2 日号 p.72）をも
とに筆者作成。



者を確保する装置の一部として機能する。

⑥ 流動性の高い労働市場での人的資源のマネ

ジメントは可能であるが，上述したことを纏める

と，制度・システムの構築によるマネジメントの

効果がより高いということである。ところが，制

度・システム構築は，コストがかかるが，時間は

もっとかかる。一部の大手企業は，企業マネジメ

ントの歴史が長く，経験も豊富で，さらに，資金

の面でも有利な条件を備えている。従って，大手

企業は，全体的には優位性を持っている。それは

事実である。このような条件を揃えていない企業

は，多少不利であるが，不可能なことではない。

自らが一から作る方法もあれば，制度構築はアウ

トソーシングでやって貰う方法もある。制度構築
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図表 3 人間の心理構造と組織の流動性との関係について仮説

人間欲求の構造 心理状態特徴 流動性の高い企業組織 安定性のある企業組織

自己超越＊ 具体的な個人としての欲求を
超えて，無我状態の社会人格
の価値を求める心理状態にな
る（個人より社会全体の発展
を求める心理志向が強く働
く）。

自己超越状態の人材は，具体
的な企業組織への集団的帰属
性は寧ろ低い。流動性の高い
心理状況になる。

非自己超越状態の人材は，具
体的な企業組織への帰属意識
が比較的高く，流動性の低い
心理状態になる。企業組織の
社会的な価値を高めていけ
ば，自己超越的な人材も組織
の中に留まる。

自己実現欲求 自ら研鑽して，創造的活動を
行い，自己の価値を意識して
その実現を求めて追求するこ
と。

自ら研鑽して，創造的活動を
行い，自己の価値を意識しま
たその実現を求める個人は，
組織と乖離する傾向が高い。
流動性が高い。

組織が自己実現の欲求を満足
させるような状態を作出し，
さらに自分の価値実現と企業
組織の価値実現の共通性が認
知されれば，高い安定性を保
つ。

自尊的欲求 他者から自分が価値の有る存
在であると認められたいとい
う心理的期待。

他者から自分が価値のある存
在であると認められることを
求める心理が強くなると，組
織から乖離する傾向が高くな
る。組織からの評価が不十分
な場合，流動性は高くなる。

組織からの自分の存在価値を
絶えず評価し，そして自分が
その価値的評価に満足すれ
ば，組織の安定性が保たれ，
さらに強化される状態にな
る。

社会的欲求 他者と係わりたい，同じであ
りたいという心理的感受。

生理的欲求，安全的欲求が満
足されていない状態では，社
会的係わりを高める欲求は定
着しない。組織が流動性の高
い状態になる。

生理的欲求，安全的欲求が満
足されている状態では，社会
的係わりを高める欲求は次第
に定着していく。組織の安定
性状態になる。

安全的欲求 病気や天災や人為的事件・事
故にあわず安全・安定に暮ら
したい心理的要望。

労働者・人材は安全な暮らし
が保障されていない状態で
は，流動性の高い心理状態に
なる。

労働者・人材は，安全な暮ら
しが保障されているとの認知
が高いほど，流動性の高い心
理状態が緩和される。

生理的欲求 食事や睡眠など生きるために
必要な基本的満足を確保した
い願望。

労働者・人材は，生理的な欲
求が保障されてないと感じる
場合には，流動性の高い心理
状態になる。

労働者・人材は，生理的な欲
求を保障されるとの認知が高
いほど，流動性高い心理状態
が緩和される。

＊自己超越はA. H. Maslow の人間欲求の心理構造仮説の内容ではない。自己超越の心理状態の存在はごくまれなケース
だと考えられる。
出所：筆者作成。



は時間がかかっても，その間，1 人の人望がある

責任者を配属すれば，従業員，技術者，管理職の

ヒトも，その責任者の人望を信頼して，付いてい

くこととなる。このようなケースで会社が成功し

た例も中国市場にはたくさんあるだろう。もちろ

ん，制度は構築されず，人望のある責任者もいな

ければ，流動性の高い中国市場での企業マネジメ

ントは，失敗するに違いないであろう。ある企業

の 90％の流動率の事実は，その証明であろう。

Ⅳ．終わりに

A. H. Maslow（1908 年～1970 年アメリカの心

理学者）は，人間の欲求が，5 段階のピラミッド

のようになっていて，底辺から始まって，1 段階

目の欲求が満たされると，1 段階上の欲求を志す

というものだと指摘し，その 5段階の人間欲求構

造は，生理的欲求，安全の欲求，親和の欲求，自

我の欲求，自己実現の欲求であると分析してい

る。生理的欲求とは，人間が生きる上での衣食住

等の根源的な欲求，安全の欲求とは，その生存の

安全的思考，親和の欲求とは，他人と関わりた

い，他者と同じようにしたいなどの集団帰属の欲

求で，自我の欲求とは，自分が集団から価値ある

存在と認められ，尊敬されることを求める認知欲

求のこと，そして，自己実現の欲求とは，自分の

能力，可能性を発揮し，創造的活動や自己の成長

を図りたいと思う欲求のことである。

この仮説が一般的に通用するなら，企業の労働

力と人材のマネジメントにとっては，理論的根拠

になると考えられる。労働力と人材の流動的な状

況を一定のレベルにおいて安定させるには，結

局，会社は労働力と人材の生存欲求と安全欲求に

応えて，集団帰属，つまり企業への帰属の欲求に

対するモチベーションを高めなければならない。

企業組織の人的流動性のリスクマネジメントを

思考する際に，人間の心理構造の理論をベース

に，人間的心理構造と組織の流動性との関係につ

いて，上記の仮説を提起したい。この仮説がもし

成立するならば，企業組織の労働力及び人材の流

動性のリスク管理に，示唆を与えるであろう。

企業経営の国際化，いわゆる経済のグローバル

化は 1980 年代以後，加速的に進んできた。労働

力及び人材の高い流動性は，労働力不足及び人材

不足の背景下，今では，中国だけの社会経済現象

ではなく，一つの世界現象となっている。『日経

ビジネス』2007 年 4 月 16 日号に転載された

Business Week（2007, Apr., 9.）の記事によれば，

人材派遣大手マンパワー社が「世界 27 カ国の 3

万社近い企業対象に行った調査では，41％の企業

が必要な人材を採用するのに苦労していることが

わかった」「なぜか，2004 年以後，世界経済が年

間 5％の成長を続ける中，低賃金国への業務委託

などの労働コスト抑制策が予想外の速さで効果を

失いつつあるのだ。……スキルを持った人材の需

要が供給を上回り，人材プールは枯渇しつつあ

る」と指摘されている。この調査の結果によれ

ば，世界的な労働力及び人材流動性の高い現象

は，制度要素，文化要素の影響を受けているので

あるが，供給不足は基本的な要因であると言えよ

う。高い流動性に対応して，外部から引き抜けば

いいという対策は，世界的に見られるが，企業に

とっては長期的な戦略とはならない。企業訓練を

さらに充実し，社会教育レベルを高めようとする

動きが既に現れていた。抜本的な流動性マネジメ

ントを行うには，人間的欲求の構造説からもう一

度，そのマネジメント戦略を再構築する必要があ

るのではないかと思われる。人的資源のマネジメ

ントの基本は，組織メンバーの心のマネジメント

であり，組織メンバーの心理的欲求を最大に満足

中国経営における人的資源の高い流動性リスクとそのマネジメントについて
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させ，その自己価値を組織の中で実現させるマネ

ジメントであることを主張していきたい。

なお，本稿は中国国際経営学会第 8回全国大会

での報告をベースにしたものである。

注

１ 制度的リスクについては，商慣習の形成，法制度
の形成の歴史を見て判断すれば，実は異文化経営リ
スクの一形態だと言える。

２ 高書生（1998）。
３ 郷鎮は都市ではなく，農村部の中に農村行政単位
である郷の行政府が所在する農村地域で最も基礎的
な政治経済文化の中心的な街である。

４ 本論題と離れているが，注意していただきたい点
として，ここで指摘したこの複雑な二重構造は中国
社会の階層構造と社会の構造的格差の問題とすべて
関連している。

５ 余憲忠（2006）。
６ 『人口與労働緑皮書』（2006）。
７ 『農村経済緑皮書』（2006）。
８ 『農村経済緑皮書』（2006）。
９ 『農村経済録皮書』（2006）。

10 労働・社会保障省内部調査資料（2006）。
11 李天国（2006）。
12 『中国教育報』（2001）。
13 余憲忠（2006）。
14 『人口與労働緑皮書』（2006）。
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